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1 
00-02-03 改正法（2000 年代） 

 

(2) 2000 年代の改正  

・伝達の自由に関する 1986 年９月 30 日法を修正する 2000 年 8 月 1 日の法律第 2000-

719 号 

Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication 

視聴覚著作物の伝達に関する規定に関して改正をおこなった。 

 

・社会、教育および文化秩序の諸規定に関する 2001 年 7 月 17 日の法律第 2001-624 号 

Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, 

éducatif et culturel 

私的複製に対する報酬に関する改正をおこなった。 

 

・図書館における貸出に対する報酬および著作者の社会的保護を強化する 2003 年 6 月

18 日の法律第 2003-517 号 

Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en 

bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs 

公貸権を創設した。 

 

・犯罪の変化への司法対応に関する 2004 年 3 月 9 日の法律第 2004-204 号 

Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de 

la criminalité 

 

・情報社会における著作権および著作隣接権に関する 2006 年 8 月 1 日の法律第 2006-

961 号 

Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans 

la société de l'information 

通称「DADVSI」。情報社会指令(2001/29/CE)を国内法化した。 

 

 ・知的財産権侵害に対抗する 2007 年 10 月 29 日の法律第 2007-1544 号 

Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon 

 

 ・インターネット上の創作物の頒布および保護を促進する 2009 年 6 月 12 日の法律第

2009-669 号 

Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création 

sur internet 

通称「HADOPI１」。いわゆる三振ルールを導入しようとした。 



2023 年 3 月 HP 掲載／禁転載 
 井奈波 朋子 ©2023 Tomoko INABA 

（龍村法律事務所 弁護士・弁理士） 

2 
00-02-03 改正法（2000 年代） 

 

 

 ・インターネッ上の著作権の刑法上の保護に関する 2009 年 10 月 28 日の法律第 2009-

1311 号 

Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété 

littéraire et artistique sur internet 

通称「HADOPI２」。HADOPI１により導入しようとした三振ルールを「graduated 

response（段階的警告）」の形にし、インターネットへのアクセス保留を導入した。 

 

★目次★ 

http://www.tatsumura-law.com/attorneys/tomoko-inaba/column/?page_id=1237 

 

 


